
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽の検査・点検・清掃は義務です！

法定検査・保守点検・清掃は必ず受けましょう！ 

 

 
浄化槽の法定検査は 2 種類あります。 

○水質検査（７条検査）※使用開始後 3～8 ヶ月に 1 回受検 

 浄化槽の設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているか

どうかを確認する検査 

○定期検査（11条検査）※毎年 1 回受検 

 保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が適切に維持管理されてい

るかどうかを検査します。 

 

☆検査手数料 

 

 

 ☆検査申込先（愛知県指定検査機関） 

一般財団法人中部微生物研究所 

 ：0533-76-2228   

ＦＡＸ：0533-76-3554 

法 定 検 査 

第7条検査（初回） 第11条検査（次年度以降）

20人槽以下 11,000円 6,000円

法定検査は指定検査機関へ依頼（契約）してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 浄化槽の機能を十分に発揮させるため、

本体や付属機器の点検調整を行います。 

 浄化槽の保守点検は豊橋市の登録を受け

た事業者に依頼してください。 

 

☆豊橋市保守点検業者一覧（豊橋市ＨＰ） 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/5420.htm 

☆連絡先 

豊橋市役所環境部廃棄物対策課 

：0532-51-2410 

保 守 点 検  
 

 

 

 

 

 

 浄化槽内の環境を良好に保つため、たま

った汚泥をくみ取り、各装置の洗浄を行い

ます。浄化槽の清掃は豊橋市の許可を受け

た以下の事業者に依頼してください。 

☆豊橋市清掃業者一覧 

 

 

 

清 掃 

業者名 所在地 電話番号

㈲トヨエイ 豊橋市瓜郷町前川42-3 0532-52-8052

㈲東海化学工業所 豊橋市神野新田町字ロノ割43-1 0532-31-8989

㈲東部衛生社 豊橋市東田町字西脇12-9 0532-53-3478

㈲協和衛生社 豊橋市往完町字郷社東27-1 0532-31-0484

㈲山本衛生社 豊橋市大橋通三丁目158 0532-54-4922

㈲東三環境 豊橋市東幸町字大山126-2 0532-61-1921

㈲三協 豊橋市入船町57 0532-45-2073

㈲市民クリアー 豊橋市三ノ輪町三丁目75 0532-61-8932


